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平
成
26
年
中
に
取
り
壊
し
た
家
屋
に

つ
い
て
は
、
平
成
27
年
度
か
ら
課
税
さ

れ
ま
せ
ん
。

　

家
屋
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
取
り
壊

し
た
場
合
は
、
面
積
の
大
小
に
か
か
わ

ら
ず
市
役
所
税
務
グ
ル
ー
プ
へ
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。（
電
話
連
絡
も
可
）

　

た
だ
し
、
滅
失
登
記
済
み
の
場
合
や

家
屋
調
査
の
際
に
申
し
出
を
し
た
場
合

は
不
要
で
す
。

　
「
家
屋
滅
失
届
」は
、
市
役
所
１
階
税

務
グ
ル
ー
プ
窓
口
も
し
く
は
、
市
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手
で
き
ま
す
。

問
合
せ
先

　

□市
税
務
グ
ル
ー
プ

　

	

☎
５
２
‒
１
１
１
１
（
内
線
245
・
258

　
・
244
）

介
護
保
険
事
業
計
画
・
高
齢
者
保
健

福
祉
計
画
策
定
市
民
説
明
会
開
催

家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら

連
絡
し
て
く
だ
さ
い

介
護
保
険
特
別
講
演
会

「
介
護
保
険
制
度
の
改
正
で
ど
う
な
る
？

地
域
に
お
け
る
支
援
の
あ
り
方
は
？
」

事
業
を
営
ま
れ
て
い
る
皆
さ
ん
へ

償
却
資
産
申
告
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い

 

今
年
度「
高
浜
市
第
６
期
介
護
保
険

事
業
計
画
・
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
」

を
策
定
す
る
に
あ
た
り
、
市
民
の
み
な

さ
ん
へ
の
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

と
き
・
と
こ
ろ

・
１
月
22
日
㈭

　

午
後
７
時
～
８
時
30
分

　

高
浜
南
部
公
民
館

・
１
月
23
日
㈮

　

午
後
７
時
～
８
時
30
分

　

翼
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ

・
１
月
24
日
㈯

　

午
後
２
時
～
３
時
30
分

　

吉
浜
公
民
館

・
１
月
25
日
㈰

 

午
後
６
時
～
７
時
30
分

　

高
浜
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ

・
１
月
27
日
㈫

　

午
後
７
時
～
８
時
30
分

　

高
取
公
民
館

※	

都
合
の
よ
い
日
程
・
会
場
に
参
加
し

て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

　

	

い
き
い
き
広
場
内
介
護
保
険
・
障
が

い
グ
ル
ー
プ

　

☎
５
２
‒
９
８
７
１

　

今
年
４
月
か
ら
介
護
保
険
制
度
が
大

き
く
変
わ
り
ま
す
。

 

改
正
の
内
容
や
最
新
の
国
の
動
向
、

そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
地
域
に
お
け
る

支
援
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
、
わ
か

り
や
す
く
説
明
し
ま
す
。

と
き　

１
月
10
日
㈯　

　

午
後
２
時
～
３
時
30
分

と
こ
ろ　

い
き
い
き
広
場
内
ホ
ー
ル

講�
師　

服
部
真
治
氏（
厚
生
労
働
省
老

健
局
）

定
員　

150
人（
入
場
無
料
）

※
定
員
に
な
り
し
だ
い
締
切

申
込
・
問
合
せ
先

　

�

い
き
い
き
広
場
内
介
護
保
険
・
障
が

い
グ
ル
ー
プ

　

☎
５
２
‒
９
８
７
１

　

償
却
資
産
と
は
、
土
地
や
家
屋
以
外

の
事
業
用
資
産
の
う
ち
、
そ
の
減
価
償

却
費
が
法
人
税
法
ま
た
は
所
得
税
法
の

規
定
に
よ
る
所
得
の
計
算
上
、
損
金
や

必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
る
次
の
よ
う
な

も
の
を
い
い
ま
す
。

①�

構
築
物（
建
物
附
属
設
備
を
含
む
。）

　

	

門
、
塀
、
上
屋
、
構
内
舗
装
、
広
告

施
設
な
ど

②�

機
械
お
よ
び
装
置　

旋
盤
、
ボ
ー
ル

盤
、
フ
ラ
イ
ス
盤
な
ど

③
船
舶　

ボ
ー
ト
、
漁
船
な
ど

④�

航
空
機　

セ
ス
ナ
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

な
ど

⑤�

車
両
お
よ
び
運
搬
具　

手
押
し
車
、

動
力
運
搬
車
な
ど（
自
動
車
税
や
軽

自
動
車
税
の
課
税
対
象
の
自
動
車
な

ど
は
除
く
。）

⑥�

工
具
・
器
具
お
よ
び
備
品　

工
具
類
、

計
算
機
、
レ
ジ
ス
タ
ー
、
机
、
い
す

な
ど

　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

こ
れ
ら
の
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方

は
、
平
成
27
年
１
月
１
日
現
在
の
資
産

所
有
状
況
を
２
月
２
日
㈪
ま
で
に
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
平
成
27
年
度
償
却
資
産
申
告

書
を
、
以
前
か
ら
事
業
を
営
ん
で
い
る

方
に
は
送
付
し
ま
し
た
が
、
平
成
26
年

中
に
新
し
く
事
業
を
始
め
た
方
や
申
告

書
が
届
か
な
か
っ
た
方
は
、
市
役
所
税

務
グ
ル
ー
プ
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

※	

地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
（
エ

ル
タ
ッ
ク
ス
）を
利
用
し
て
電
子

申
告
が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は

　

エ
ル
タ
ッ
ク
ス
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
http://w

w
w
.eltax.JP

/

　

サ
ポ
ー
ト
デ
ス
ク

　

☎
０
５
７
０
‒
０
８
‒
１
４
５
９


